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米
軍
下
の
自
衛
隊
戦
争
態
勢

を
実
質
的
に
米
国
に
委
託
し
て
い
る
。
し
か
し

私
が
こ
の
際
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
マ
ル
コ

ス
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
益
を
ほ
と
ん
ど
考
え
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。彼
の
主
な
関
心
事
は
、

米
国
や
米
国
の
同
盟
国
に
隠
さ
れ
て
い
る
マ
ル

コ
ス
家
の
１
０
０
億
ド
ル
相
当
（
約
1
兆
円
）
の

財
産
を
守
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
マ
ル
コ
ス
一

族
に
よ
る
米
国
と
の
同
盟
は
、
実
の
と
こ
ろ
個

人
的
な
経
済
的
利
益
の
た
め
に
推
進
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」

対
米
政
策
を
巡
っ
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
界
は

決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
。
昔
は
盟
友
で
あ
っ
た

マ
ル
コ
ス
家
と
ド
ゥ
テ
ル
テ
家
は
、
米
国
か
中
国

か
で
対
立
し
、
副
大
統
領
サ
ラ
・
ド
ゥ
テ
ル
テ
（
前

大
統
領
の
長
女
）
は
政
界
内
の
味
方
を
動
員
し
て
、

急
速
に
米
国
寄
り
し
た
マ
ル
コ
ス
大
統
領
の
政
策

に
こ
と
ご
と
く
反
発
し
て
い
る
。
人
々
は
連
日
メ

デ
ィ
ア
に
よ
り
流
さ
れ
る
報
道
を
、
国
益
を
通
り

超
し
た
政
治
家
の
利
権
や
思
惑
が
渦
巻
く
茶
番
劇

だ
と
冷
静
に
観
て
い
る
。

恩
恵
は
ど
こ
へ
？

政
財
界
の
伝
統
的
・
構
造
的
な
汚
職
の
温
床
を

残
し
た
ま
ま
、
今
後
巨
大
な
資
金
が
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
流
れ
込
む
。
そ
れ
は
日
銭
を
稼
ぐ
の
に
必
死
な

民
衆
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
？　

か

つ
て
の
「
開
発
独
裁
」
に
よ
る
犠
牲
が
再
び
繰
り

返
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

３
ヵ
国
共
同
声
明
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
重
要
鉱

物
の
安
定
供
給
」
の
一
環
と
し
て
、
早
速
、
電
気

自
動
車
（
Ｅ
Ｖ
）
の
バ
ッ
テ
リ
ー
に
不
可
欠
な
ニ
ッ

ケ
ル
の
開
発
が
日
・
米
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い

る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
世
界
第
2
位
の
ニ
ッ
ケ
ル
産

出
国
。
だ
が
問
題
は
、
天
然
資
源
や
鉱
山
は
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
先
住
民
族
が
生
き
る
地
域
に

集
中
し
て
お
り
、
乱
開
発
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
も

多
く
の
部
族
が
先
祖
代
々
の
土
地
を
追
わ
れ
て
き

た
。

巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
富
を
得
る
人
間
が
い
る

一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
肩
に
は
年
々
累
積
す
る

対
外
債
務
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
加
速
す

る
日
米
の
経
済
・
軍
事
援
助
は
、
蒸
し
暑
い
教
室

に
押
し
込
ま
れ
る
児
童
た
ち
を
含
め
、
ど
の
よ
う

な
恩
恵
を
人
び
と
に
与
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？

参
考
資
料
：『
自
衛
隊
は
何
を
し
て
い
る
の
か
』
第
54
号

（
２
０
２
４
年
5
月
2
日
）

発
行
：
同
編
集
委
員
会　

p3cp1@
yahoo.co.jp

（
お
お
は
し
・
せ
い
こ
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
プ
ラ
ン
研
究
所
）

「
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・
活
用
法
」と
憲
法

飯
島
滋
明

【
１
】「
新
た
な
戦
前
」

２
・
26
事
件
（
１
９
３
６
年
）
後
に
成
立
し
た

広
田
弘
毅
内
閣
は
大
軍
拡
を
実
行
し
た
。
大

軍
拡
へ
の
反
発
も
一
因
と
な
り
、
１
９
３
７
年

2
月
、
広
田
弘
毅
首
相
は
退
陣
に
追
い
込
ま
れ

た
。
１
９
３
７
年
6
月
に
成
立
し
た
近
衛
文
麿

内
閣
は
さ
ら
に
巨
額
の
軍
事
予
算
を
編
成
し
た
。

１
９
３
７
年
7
月
に
は
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た

が
、
戦
争
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
軍
事
費
は
増
加

し
た
。
そ
の
た
め
に
相
次
い
で
増
税
も
実
施
さ
れ

た
。
戦
争
遂
行
体
制
確
立
の
た
め
、
近
衛
内
閣
は

「
臨
時
資
金
調
整
法
」「
輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
法
」

な
ど
を
制
定
、
軍
需
産
業
に
資
金
や
輸
入
資
材
を

中
心
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
１
９
３
８

年
度
以
降
、
企
画
院
が
「
物
資
動
員
計
画
」
を
作

成
し
、
軍
需
品
が
優
先
的
に
生
産
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
政
府
は
戦
争
遂
行
体
制
の
た
め
、
経
済
や

社
会
の
領
域
に
も
統
制
・
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。い

ま
、「
新
た
な
戦
前
」
と
言
わ
れ
る
。
今
ま

で
簡
単
に
紹
介
し
た
歴
史
、「
軍
事
費
大
増
額
」「
増
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税
」「
経
済
領
域
へ
の
国
家
統
制
」
と
い
う
点
で

も
、
岸
田
自
公
政
権
の
政
治
は
「
新
た
な
戦
前
」

と
い
う
評
価
が
的
外
れ
で
な
い
こ
と
を
示
す
。
岸

田
自
公
政
権
は
２
０
２
２
年
12
月
に
閣
議
決
定
し

た
「
安
保
3
文
書
」
で
「
軍
事
費
大
増
額
」
を
決

定
し
た
。
そ
の
後
、
軍
事
は
大
増
額
の
一
途
を
た

ど
っ
て
き
た
。「
増
税
メ
ガ
ネ
」
と
も
批
判
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
岸
田
自
公
政
権
は
さ
ま
ざ
ま
な

増
税
を
し
て
き
た
。
そ
し
て
「
戦
争
す
る
国
づ
く

り
」の
た
め
、安
倍
・
菅
・
岸
田
自
公
政
権
は「
経
済
」

「
学
問
」の
領
域
に
も
統
制
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ

た
。

【
２
】「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
に
む
け
た
岸
田

自
公
政
権
の
経
済
統
制

２
０
２
２
年
５
月
11
日
、
岸
田
自
公
政
権
は

「
経
済
安
保
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。「
経
済
安
保

法
」
は
軍
事
目
的
か
ら
政
府
が
経
済
や
学
問
・
研

究
に
介
入
・
統
制
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
律

で
あ
る
。
一
方
で
軍
需
産
業
や
軍
事
研
究
に
は
巨

額
の
国
家
予
算
で
支
援
す
る
体
制
も
つ
く
ら
れ

た
。
２
０
２
２
年
12
月
16
日
、
岸
田
自
公
政
権
は

い
わ
ゆ
る
「
安
保
３
文
書
」
を
閣
議
決
定
し
た
。

「
安
保
３
文
書
」
は
「
軍
需
産
業
」
を
「
防
衛
力

そ
の
も
の
」「
国
防
を
担
う
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
、

そ
の
育
成
の
た
め
に
「
武
器
輸
出
」「
国
際
共
同

開
発
」「
軍
需
産
業
の
国
有
化
」
を
打
ち
出
し
た
。

２
０
２
３
年
６
月
７
日
、
岸
田
自
公
政
権
は
「
軍

需
産
業
支
援
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。『
読
売
新
聞
』

２
０
２
３
年
６
月
７
日
付
は
、「
軍
需
産
業
支
援

法
」
の
背
景
と
し
て
「
国
内
の
防
衛
産
業
は
、
受

注
先
が
自
衛
隊
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
市
場
規
模
が
小

さ
い
こ
と
な
ど
か
ら
採
算
が
取
り
に
く
く
、
撤
退

や
縮
小
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
「
防
衛
産
業
へ

の
支
援
を
強
化
す
る
た
め
」、「
政
府
は
同
法
成
立

を
機
に
、
防
衛
産
業
の
抜
本
的
な
立
て
直
し
を
図

り
た
い
考
え
だ
」と
法
の
目
的
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・
活
用
法
」
も
こ
う

し
た
軍
需
産
業
育
成
の
一
環
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
「
経
済
安
保
情
報
」
を
秘
密
に
す
る
制
度
も
導

入
さ
れ
た
。

【
３
】「
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・
活
用
法
」

の
問
題
点

（
１
）「
平
和
主
義
」
と
は
相
容
れ
な
い
法
律

私
は
戦
争
を
さ
せ
な
い
１
０
０
０
人
委
員
会
の

事
務
局
次
長
を
し
て
い
る
関
係
で
、
重
大
な
問
題

が
生
じ
た
際
に
は
１
０
０
０
人
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
に

原
稿
を
掲
載
し
て
い
る
。
法
の
内
容
に
つ
い
て
は

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
紙
幅
の
関
係
で
、

こ
こ
で
は
問
題
点
の
み
を
指
摘
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
法
律
の
正
式
名
称
は
「
重
要
経
済

安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
」（
ゴ

シ
ッ
ク
は
飯
島
強
調
）
で
あ
る
。
法
律
の
名
称
が
示

す
よ
う
に
、
軍
事
目
的
で
「
経
済
」
や
「
学
問
」

を
活
用
す
る
法
律
で
あ
る
。「
重
要
経
済
安
保
法
」

で
は
な
く
、
私
が
「
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・

活
用
法
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
法
律
の
問

題
が
「
活
用
」
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

「
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・
活
用
法
」
は
「
戦

争
す
る
国
づ
く
り
」
と
い
う
点
で
は
共
通
の
目
的

を
持
ち
つ
つ
、
軍
事
等
の
情
報
を
秘
密
保
持
に
主

眼
が
置
か
れ
た
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
と
は
異
な

る
性
質
も
持
ち
、
軍
事
研
究
の
促
進
や
軍
需
産
業

の
育
成
・
利
活
用
を
目
指
す
法
律
で
あ
る
。
法
10

条
1
項
で
「
重
要
経
済
基
盤
の
脆
弱
性
及
び
重
要

経
済
基
盤
に
関
す
る
革
新
的
な
技
術
に
関
す
る
調

査
及
び
研
究
の
促
進
」が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
研

究
の
促
進
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
事
目
的
で
研
究

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

本
法
で
は
重
要
経
済
安
保
情
報
を
企
業
に
も
提
供

す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
経
済
安
保
情
報
と
さ

れ
る
情
報
を
他
企
業
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
安
保

３
文
書
で
も
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
「
国
内
軍
需
産

業
の
育
成
」、
そ
の
た
め
の
「
武
器
輸
出
」
に
も

資
す
る
。

本
法
に
関
し
て
は
情
報
の
秘
匿
を
経
済
領
域
に

ま
で
拡
大
し
た
法
で
あ
り
、
国
に
よ
る
監
視
対
象

を
民
間
人
に
も
拡
大
す
る
点
で
「
国
民
主
権
」「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
等
、
憲
法
上
の
権
利
・
自

由
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
る
。
確
か
に
大
問
題
で

あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
も
憲
法
的
に
正
当
化
で
き
な
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い
。た

だ
、
本
法
の
問
題
点
は
そ
れ
に
尽
き
る
の
で

は
な
い
。
経
済
や
学
問
を
軍
事
目
的
で
活
用
・
規

制
す
る
こ
と
は
「
財
産
権
」（
憲
法
22
条
、
29
条
）
や

「
学
問
の
自
由
」（
憲
法
23
条
）
と
の
関
係
で
も
正
当

化
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
軍
事
目
的
」
で
政
府

が
経
済
や
学
問
を
統
制
・
活
用
す
る
こ
と
、
そ
し

て
軍
需
産
業
の
育
成
、
武
器
輸
出
を
す
す
め
る
本

法
は
、
憲
法
の
「
平
和
主
義
」
か
ら
正
当
化
で
き

な
い
。
本
法
が
「
国
内
軍
需
産
業
の
育
成
」「
武

器
輸
出
の
促
進
」
に
資
す
る
危
険
性
も
併
せ
て
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）「
罪
刑
法
定
主
義
」（
憲
法
31
条
）
と
の
関
係

本
法
で
は
「
重
要
経
済
安
保
情
報
」
と
指
定
さ

れ
た
情
報
を
漏
ら
し
た
場
合
、
５
年
以
下
の
拘
禁

刑
、
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、
あ
る
い
は
両

方
が
科
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
刑
罰
の
前
提
と
な

る
「
重
要
経
済
基
盤
」（
法
2
条
3
項
）
と
は
何
か
、

何
が
「
重
要
経
済
安
保
情
報
」（
法
3
条
1
項
）
か
、

法
律
で
は
明
確
で
な
い
。
何
が
犯
罪
か
、
あ
ら
か

じ
め
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
人
た
ち
は
自
由
に
行
動

で
き
な
い
。
何
が
犯
罪
で
、
ど
の
よ
う
な
刑
罰
が

科
せ
ら
れ
る
の
か
は
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
明
確
に

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
罪
刑
法
定
主

義
」
は
近
代
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
た
と
え
ば

１
７
８
９
年
の
「
人
及
び
市
民
の
諸
権
利
に
関
す

る
宣
言
」、い
わ
ゆ
る「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
８
条
」

で
も
、「
法
律
は
、
厳
格
か
つ
明
白
に
必
要
な
刑

罰
で
な
け
れ
ば
定
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て

い
る
。「
罪
刑
法
定
主
義
」（
憲
法
31
条
）
を
満
た
し

て
い
な
い
点
で
も
本
法
は
憲
法
的
に
大
問
題
で
あ

る
。「
罪
刑
法
定
主
義
」
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い

法
律
の
制
定
は
、
捜
査
当
局
の
判
断
一
つ
で
市
民

を
犯
罪
者
に
す
る
危
険
性
の
種
を
ま
く
こ
と
に
な

る
。
裁
判
で
警
察
官
が
「
で
っ
ち
上
げ
」
と
証
言

し
、
検
察
官
も
起
訴
を
取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
大
川
原
化
工
機
事
件
（
逮
捕
は
２
０
２
０
年

3
月
11
日
、
起
訴
取
下
げ
２
０
２
１
年
7
月
30
日
）
の
よ

う
な
、
悪
質
な
冤
罪
事
件
が
再
び
起
こ
る
危
険
性

も
あ
る
。

（
３
）「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」「
幸
福
追
求
権
」

（
憲
法
13
条
）
侵
害
の
危
険
性

重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
・
活
用
法
で
は
、「
重

要
経
済
安
保
情
報
」
を
取
り
扱
う
の
は
、「
適
性

評
価
」（
法
12
条
）
で
認
め
ら
れ
た
者
だ
け
に
な
る
。

「
適
性
評
価
」
で
は
、
重
要
経
済
安
保
情
報
を
扱

う
本
人
だ
け
で
な
く
、
家
族
な
ど
も
国
か
ら
監
視

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
監
視
は
「
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
権
利
」「
幸
福
追
求
権
」
を
脅
か
す
。

（
４
）「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
に
熱
心
な
自
民
党
・

公
明
党
に
主
権
者
意
志
を

人
に
刑
事
罰
を
科
す
法
律
を
成
立
さ
せ
る
の
で

あ
れ
ば
、
無
実
の
人
が
犯
罪
者
と
さ
れ
な
い
た
め

に
も
、
国
会
で
丁
寧
な
審
議
を
尽
く
し
、
法
律
を

成
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
市
民
の
身
元
調
査
を

す
る
法
律
を
制
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
」
は
最
小
限
に
留
め
る
よ
う
、
国
会

で
十
分
な
審
議
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
自
民
党
・
公
明
党
は
い
つ
も
の
よ
う
に
、
わ
ず

か
な
審
議
、
不
十
分
な
審
議
し
か
し
な
い
で
本
法

を
成
立
さ
せ
た
。こ
う
し
た
国
会
運
営
を
み
て
も
、

自
民
党
・
公
明
党
は
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
に

は
極
め
て
熱
心
だ
が
、
人
々
自
由
や
権
利
を
守
ろ

う
と
し
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
い
ま
、
多
く
の
市

民
は
円
安
や
物
価
高
騰
な
ど
で
大
変
な
状
況
に
あ

る
。
能
登
半
島
地
震
の
復
興
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で

い
な
い（
戦
争
を
さ
せ
な
い
１
０
０
０
人
委
員
会
Ｈ
Ｐ「
壊

憲
・
改
憲
ウ
オ
ッ
チ
［
41
］
能
登
半
島
地
震
と
『
議
員
任

期
延
長
改
憲
論
』」
参
照
）。
市
民
、
と
り
わ
け
被
災

地
市
民
の
生
活
が
大
変
な
中
、
市
民
の
た
め
の
政

治
は
し
な
い
で
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
に
躍
起

に
な
っ
て
い
る
自
民
党
・
公
明
党
。
や
は
り
被
災

地
市
民
に
配
慮
せ
ず
に
関
西
万
博
の
開
催
を
す
す

め
る
日
本
維
新
の
会
。
市
民
の
こ
と
を
考
え
な
い

政
治
た
ち
に
私
た
ち
は
主
権
者
と
し
て
選
挙
で
意

志
表
示
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
い
い
じ
ま
・
し
げ
あ
き
／
名
古
屋
学
院
大
学　

憲
法
学
・

平
和
学
）


	



